
◎裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 
（平成一六年一二月一日法律第一五一号）   

一、提案理由（平成一六年一一月二日・衆議院法務委員会） 

○南野国務大臣 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案について、その趣旨

を御説明いたします。 

 内外の社会経済情勢の変化に伴い、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしよう

とする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る裁判外紛争解決

手続が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続と

して重要なものとなっております。 

 この法律案は、このような状況にかんがみ、裁判外紛争解決手続についての基本理念

及び国等の責務を定めるとともに、民間事業者がいわゆる調停、あっせん等の和解の仲

介を行う紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、あわせて時効の中断等に係る

特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその解決を図るのに

ふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資す

ることを目的とするものであります。 

 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、裁判外紛争解決手続に関し、その基本理念及び国等の責務について定めるも

のとしております。 

 第二に、いわゆる調停、あっせん等の和解の仲介の業務を行う民間の紛争解決事業者

は、申請により、その業務の適正性を確保する観点から必要とされる一定の要件に適合

するものであることにつき、法務大臣の認証を受けることができるものとし、認証の要

件及び手続、認証を受けた民間事業者の業務遂行上の義務、認証を受けた民間事業者の

法務大臣に対する報告等について、所要の規定を置いております。 

 第三に、認証を受けた紛争解決手続の利用に関し、時効の中断及び訴訟手続の中止に

係る特例並びに調停前置に関する特則について、所要の規定を置いております。 

 第四に、法務大臣の官庁への協力依頼等法律の施行のため必要な事項及び罰則に関し、

所要の規定を置いております。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院法務委員長報告（平成一六年一一月九日） 

○塩崎恭久君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、民間事業者が行う裁判外紛争解決手続の業務に、法務大臣が行う認証制度を

設け、あわせて時効の中断等の特例を定め、その利便の向上を図るため、所要の法整備

を行おうとするものであります。 



 本案は、十一月二日本会議で趣旨説明及び質疑が行われ、同日委員会で南野法務大臣

から提案理由の説明を聴取し、質疑に入り、五日参考人意見を聴取し、本日質疑を終局

し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年一一月九日） 

 政府並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべ

きである。 

一 裁判所、行政機関、民間団体等が提供する仲裁、調停、斡旋等の裁判外紛争解決手

続が、国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、関係機関等の連携強化の

促進や国民に対する十分な情報提供を図るとともに、総合的な裁判外紛争解決手続制

度の基盤の整備に、なお一層努めること。 

二 民間団体等が行う裁判外紛争解決手続において、その解決の結果を当事者が履行し

ないときは、裁判外紛争解決手続を利用する国民のためその実効性が確保されるよう、

利用者の権利保護も十分配慮した上で、必要に応じ法整備を含めて検討すること。 

三 民間団体等が行う裁判外紛争解決手続の開始から終了に至るまでの手続ルールに関

し、国際的な動向等も視野に入れ、合意が得られない場合の適用原則について、必要

に応じ法整備を含めて検討すること。 

四 本法の施行後、早期に、裁判外紛争解決手続制度について検証し、必要があると認

めるときは、本法の見直しも含め所要の措置を講ずること。 

三、参議院法務委員長報告（平成一六年一一月一九日） 

○渡辺孝男君 ただいま議題となりました裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法

律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、裁判手続によらずに民事上の紛争の解決を望む当事者にとって、公正な

第三者が関与して、その解決を図る裁判外紛争解決手続が重要なものとなっていること

にかんがみ、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易

にし、国民の権利や利益の適切な実現に資するため、裁判外紛争解決手続についての基

本理念等を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せ

て時効中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ろうとするものであります。 

 委員会におきましては、裁判外紛争解決手続制度に関する人材育成や財政措置等の総

合的な基盤整備の必要性、認証制度の意義及び認証基準の客観性、民間紛争解決手続の

信頼性確保についての国等の関与の在り方、民間紛争解決手続に執行力を付与すること

の当否等について質疑が行われ、また、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳

細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 



 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年一一月一八日） 

 政府並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべ

きである。 

一 裁判外紛争解決手続が裁判と並ぶ魅力的な紛争解決手段として幅広く利用されるよ

う、その意義及び内容等について、国民に対して周知徹底を図ること。 

二 国民が簡易・迅速な裁判外紛争解決手続を適切に選択できるよう、国民に対する十

分な情報提供を行うとともに、日本司法支援センターその他の関係機関との連携強化、

人材育成、法律扶助の適用など、財政上の措置を含め裁判外紛争解決手続制度の総合

的な基盤整備に、なお一層努めること。 

三 認証に当たっては、民間の紛争解決事業者の自主性や独立性を損なうことのないよ

う、その趣旨を十分周知するとともに、国民が安心して裁判外紛争解決手続を利用で

きるよう、適正な運用を図り、法施行後の実施状況を踏まえ、必要に応じ制度の見直

しを含め所要の措置を講ずること。 

四 手続実施者が弁護士でない場合において、民間紛争解決手続の実施に当たり法令の

解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができる

ようにするための措置については、公正かつ適正な手続を確保し、裁判外紛争解決手

続利用者の利益を損なうことのないよう十分に配慮すること。 

五 民間紛争解決手続における執行力の付与については、紛争解決の実効性を確保する

ため、利用者の権利保護も十分配慮した上で、引き続き法整備等の措置も含め検討す

ること。 

六 民間団体等が行う調停、あっせん等の手続の開始から終了に至るまでの手続ルール

に関し、紛争当事者間で合意が得られない場合の適用原則の法令化について、民間紛

争解決手続の多様性も配慮した上で、今後の国際的動向等を勘案しつつ引き続き検討

すること。 

七 本法の施行後、早期に、裁判外紛争解決手続制度について検証し、必要があると認

めるときは、本法の見直しも含め所要の措置を講ずること。 

  右決議する。 


